
回 答 書 

令和７年９月 26 日 

 

四国中央市誌編さん業務 

提案参加予定事業者 各位 

 

四国中央市長 大西 賢治 

 

 

四国中央市誌編さん業務に係る企画提案について、照会のありました質問事項に対する回答

は、次のとおりです。 

 

No 
該当 
資料名 

頁 行 質問事項 回答 

1 実施要領

13．（2） 

5頁 4行目 企画提案書 20 頁以内とあります

が、記念誌・行政誌 2種類の提案を

含めて 20頁以内ということでしょ

うか。 

お見込みのとおり。 

2 実施要領

12.（4）） 

13（1）②

ウ 

4頁 （4）1

行目 

ウ 3行

目 

提出書類にデザイン案が含まれて

いませんが、仕上がりイメージが分

かる実際のサイズでのデザイン案

を別途添付してもよろしいでしょ

うか。 

実際のサイズでのデザイン案を

添付してもよい。 

3 仕 様 書

6.（2）（3） 

1頁 5行目 記念誌は版下データ（InDesign）で

印刷用データ制作と理解しますが

行政誌は Wordで組版となっており

印刷用データを制作するうえで

InDesign 形式でよろしいでしょう

か。 

事務局による編集の可能性を考

慮し、Word データでの納品とす

る。 

なお、組版の内容は版下として利

用できるレイアウトデザインま

では求めておらず、本文・写真・

図表の配置が確認できる内容で

あればよい。 

4 仕 様 書

10.（2） 

イ（ア）ｂ 

4頁 1行目 掲載する 20～30の情報記事を基本

2頁最大 4頁とありますが全体のペ

ージ数は 100頁程度でしょうか。又

サイズはＡ４サイズでしょうか。 

全体のページ数は 100 頁程度、

サイズはＡ４サイズとする。 

なお、情報記事の数 20～30 は基

準であり、総ページ数 100 頁程

度であれば 30 を超える提案をし

てもよい。 



５ 仕様書 1 

頁 

６ － 

（３） 

行政誌Microsoft Word データ（組

版まで行うこと）について・・・

基本的にWord データは文章作成の

ソフトであり、組版はインデザイ

ン等のソフトでないと対応ができ

ません。 

Word データについては、原稿と合

わせ、原稿の近くに写真図表の張り

付け程度はできますがその程度と

考えてよろしいでしょうか？ 

組版の内容は版下として利用で

きるレイアウトデザインまでは

求めておらず、本文・写真・図表

の配置が確認できる内容であれ

ばよい。 

６ 仕様書 ４

頁 

イ‐ 

(イ) 

文字数はありますが、ページ数がな

いと思われます。記念誌は何ページ

でしょうか？ 

全体のページ数は 100 頁程度、

サイズはＡ４サイズとする。 

７ 仕様書 ４

頁 

同上 文字数は1,500 字程度（23 字×21 

行×3 段）とありますが、デザイ

ン・レイアウトする際、写真、図

表を入れることができないと思わ

れます。 

文字数は 1,500 字程度は、文字の

みを入れた最大と考え、デザイン性

のあるページは、文字数は少なくし

てもよいと考えてよろしいでしょ

うか？ 

お見込みのとおり。 

８ 実施要領 3 

頁 

9-

（４） 

－③ 

③業務実績確認書（様式３）記入以

外に記載できない自治体の実績等

を別途添付させていただいてもよ

ろしいでしょうか？  

 

実績は全て様式 3 に記載するこ

と。様式 3 の表の行数を追加して

もよい。 

９ 実施要領 3 

頁 

9-

（４） 

－④ 

④会社の概要がわかるパンフレッ

ト等・・ 

記念誌の紙面イメージがわかるデ

ザイン見本（カンプ）を別途添付さ

せていただいてもよろしいでしょ

うか？ 

その他、記念誌、自治体史の見本を

別途添付してもよいでしょうか？ 

誌面イメージが分かるデザイン

見本（カンプ）は、企画提案書に

添付することを認める。この場

合、企画提案書のページ数 20 ペ

ージ以内に含まないものとする。 

既刊の冊子を資料として添付す

ることは認められない。 



10 仕様書 ６

頁 

ｈ 索引を作成する 

→ゲラの最終段階で頁が固まるの

で、ゲラで作成したほうが良いと思

います。（原稿段階では、項目出し

を集約するレベルまでが現実的だ

と思います）よろしいでしょうか？ 

索引の項目を選定するまでを業

務の範囲とする。 

11 仕様書 ６

頁 

ī 「素読み校正及び一字一句の突合

せ校正も行い、市の確認を得たうえ

で次工程のゲラに反映させる」とあ

りますが、組版をするわけではない

ので一字一句の突合せ校正は、本来

は次の段階ゲラでの確認作業では

ないかと思います。もちろん、原稿

作成の際、四国中央市様と受注業者

双方が原稿の内容も含め誤字脱字

のチェック等はするものと考えて

おります。そのようにとらえてよろ

しいでしょうか？ 

お見込みのとおり。 

 


